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《児童手当の概要》
　この制度は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。手当を受給す
るために、出生時や転入時には、必ず申請手続きをしてください。

◆ 支給対象 ◆
　長瀞町に住民登録があり、中学校３年生までの児童（１５歳になった後の最初の３月３１日まで）を
養育している保護者が対象です（原則児童の両親のうち所得の高い方が申請者となります）。
※公務員は、所属官公庁へ申請、受給となります。

◆ 手当月額 ◆
・０～３歳未満　　　　１５，０００円
・３歳～小学校修了前　１０，０００円（第３子以降は１５，０００円）
・中学生　　　　　　　１０，０００円
・特例給付（所得制限額以上の世帯）　一律５，０００円
※特例給付の方は国の制度改正により、所得制限限度額が設けられます。詳しくは町ホームページをご

覧ください。（限度額超過により手当が受けられなくなる方については、１０月に通知を送付する予
定です。）

　支払時期･･･６月（２～５月分）、１０月（６～９月分）、２月（１０月～１月分）

《児童手当の現況届》
　児童手当を受けている方は、毎年６月に現況届を提出していただいていましたが、国の制度改正によ
り現況届の提出が不要となりました。ただし、提出が必要になる方については個別に通知を送付します。

◆ 手続き方法 ◆
　提出が必要な方には、６月上旬に現況届を送付しますので、必要書類を添付し提出してください。現
況届の提出がない場合、６月分以降の手当の支払が差し止めとなりますので、必ず提出してください。

◆ 提出期限 
令和４年６月３０日㈭

◆ 現況届に必要な添付書類 ◆
・健康保険被保険者証の写し（※受給者が、厚生年金等の加入者である場合）
・その他、必要に応じて提出する書類があります。（監護・生計同一申立書等）
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「 コンビニエンスストア 」の手話表現

右手の数詞「４」と左手
の数詞「２」を並べ、

両手で垂直に円を描き
ます。 動画はこちらから

簡単な手話を覚えましょう【第２７回】

　身体障害者の更生援護に必要な専門的
な知識・技術についての相談及び指導を
実施しています。補装具の処方及び適合
判定、施設入所の判定、その他医療相談
を無料で受けることができます。
（手足・体の障害の相談）
・６月１３日㈪　熊谷児童相談所
　予約制ですので、早めに健康福祉課へ
ご連絡ください。
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